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2 0 0 2 年 ､ 中国共産党第 1 6 回党大会が開催 され
､ 党総書記が江沢民 から胡錦涛 に交代 し

た ｡ また
､

2 0 0 3 年に は国務院総理 が朱鋒基 から温家宝 に交代 し
､ 中国指導部は江沢民一束

鋒基体制か ら胡錦涛 - 温家宝体制 に移行 した
｡ 本論文 で は

､
こ れ ま で体系的な先行研究が

存在 しなか っ た
､ ①江沢民が権力基盤 を強化 した 9 6 年以降の 経済政策が どの ような特色

を持ち､ それが 中国経済に どの ような影響 をもたら した か
､ ②9 8 年 に国務院総理 に就任 し

た 先鋒基が公約 に掲 げた経済政策 ･ 経済改革目標 が そ の意図 どお り達成 され たか否か を総

合的に検証する ｡ また
､ ③江沢民 - 朱鋳基体制 と の 比較 で ､ 胡錦涛 一温家宝体制は経済政

策にお い て ど の ような独 自性 を打ち出 しつ つ あるか を ､ 現時点 で 可能な限り包括的に論ず

る｡

Ⅰ . 序論

本論文 の 執筆 目的は
､ ①江沢民一朱鋳基体制か ら胡錦涛一 温家宝体制 に至 る経済政策 の

変化 を概観 し
､ 両体制 の 経済政策 の 特色 を明らか にす るとともに ､

こ れが 中国経済 の構造

に与 えた影響 を考察する こ と
､ ②中国 の 財政 ･ 金融の 改革の 現状と残され た課題 に つ い て

考察する こ と
､ ③9 8 年 8 月 か ら採用 された ケイ ン ズ流の 拡張的財政政策が

､ 景気回穣後も

容易 に フ エ イ ド ･ ア ウ ト できなか っ た要因に つ い て
､ 政府 ･ 国家シ ン ク タ ン ク 関係者 の発

言及び主要会議 の 動向等 をもとにそ の政治過程を考察す る こ と
､

で ある
｡ 本論文 の対象と

なる 9 6 年 以降 の 中国 の経済政策 の 変遷 に つ い て は ､ 総合 的 ･ 体系的に考察 した先行研 究

が存在 しない
｡



Ⅱ . 中国経済 の諸課 題

中国経済 の 最も深刻 な問題 は 3 つ の格差問題(都市と農村 の 格差 ､ 東部 と中西部 の 格差 ､

都市にお ける貧富 の格差) で ある｡
こ の 格差が拡大 した要因と して は ､ 江沢民一失鋒基体

制が農業 ･ 農村 ･ 農 民対策を軽視 して い た こ と ､ 中央か ら地方 - の財政移転支出制度が不

完全 で ある こ と
､ 個人所得税 の所得再配分機能がうまくは た らい て い て い ない こ と等が挙

げられ る｡

そ の ほか
､ 中国 の経済成長に は 3 つ の格差以外 にも①投資と消費の ア ン バ ラ ン ス

､ ②産

業構造 の ア ン バ ラ ン ス ( 2 次産業 中心) ､ ③経済成長 と エ ネ ル ギ
ー

･ 資源 消費 の ア ン バ ラ ン

ス ( 中国 の成長は資源 ･ エ ネ ル ギ
ー

多消費型) ､ ④経済成長 と マ ネ ー
･ サ プ ライ の ア ン バ ラ

ン ス (銀行貸出 しの 急増等)
､ ⑤経済成長 と失業率 の ア ン バ ラ ン ス ( 成長 に つ れ失業率が上

昇) が存在す る｡ なか でも ､ 投資と消費 の ア ン バ ラ ン ス は ､ 農村 の 収入低迷等に よ っ て 消

費が 伸びない 反面 ､ 周期的に投資過熱 が発生す る こ とに よ っ て 深刻化 し て い る
｡

投資過熱

の 原因と して は ､ 計画経済以来 の 予 算制約 の ソ フ ト化 ､
5 年周期 の 政治人事サイ ク ル と G

D P や生産額 中心 の政治業績評価 シ ス テ ム の 存在 に よ ると こ ろが大き い
｡ また 2 0 0 3 年に

お い て投資過熱が発生 した特殊 要因と して は
､

W T O 加盟 に よる直接投資 の急増 ､ 都市化 ･

住宅建設 の推進 ､ 銀行 の積極的な貸出 し行動 ､ 北京オ リ ン ピ ッ ク ･ 上海万博 の決定等が挙

げられ る｡

さらに中国 の経済成長は
､ 中長期的にも経済面 ､ 政治面 ､ 社会面 の制約要因が存在す る｡

そ の なか でも ､

エ ネル ギ
ー

･ 資源 ･ 電力不足 ､ 水不 足 ､ 環境破壊 は ､ 既 に中国の経済成長

を制約す る深刻 な要因とな っ て い る｡

Ⅲ . 江沢民体制 の 経済政策

李鵬が総 理 を担当 し
､ 未踏基 は経済担当副総理 と し て こ れ を補佐 し て い た 9 5 年 9 月 -

9 8 年 2 月 の 時期に は
､ 経済指標 が明らかに悪化 し て い た にも関わ らず ､ 政府 は何も有効 な

対策を打ち出す こ と がなか っ た
｡ そ の 要因と して は ､ ①5 カ 年計画 の も つ 政策 の硬直性

､

②デフ レ に対する経験不足 ､ ③指導部交代 に よる政策 の空白 ､ ④9 6 年 の 経済 の減速を ｢ 軟

着陸｣ に成功 した と誤解 し
､

9 7 年 7 月 に ア ジ ア 通貨危機 が発 生 し た際も､ そ の 中国経済に

与える影響 を軽視 して い た こ と が挙げられ る｡

未踏基が総理 に就任 し
､ 江沢民 - 朱錆基体制が確立 した 9 8 年 3 月 - 2 0 0 2 年 1 0 月 の時

期 の 経済政策は
､
9 8 年 8 月 に財政政策が 緊縮型 から拡張型 - 転換 した こ と が最大 の 特徴 で

ある｡ 中国経済は 2 0 0 0 年 には 回復の傾 向がは っ きり した た め
､ 財政 の 悪化を懸念す る財

政部は ､
2 0 0 2 年に積極的財政政策 の フ エ イ ド ･ ア ウ トを試み た ｡ しか し国家発展計画委員

会な ど の 強い 反対 にあい こ の試 み は挫折 し
､ 積極的財政政策 は転換 の タイ ミ ン グを失う こ

とに な っ た ｡ また ､ 朱錆基 も 9 9 年 の訪米失敗 ､ 法輪功事件 ､ 在 ベ オ グラ
ー

ド中国大使館

｢ 誤爆｣ 事件 によ り ､ そ の 政治的影響力 を大 きく低下 させ
､ 以後 の経済政策は 江沢民 の 主

導 で行わ れ る ようにな っ た
｡

江沢民 一失鋒基体制 の 経済政策を総括する と
､

まず朱鋒基 は
､ 総理就任時に 3 つ の 改革



( 国有企 業改革 ･ 金融体制改革 ･ 行政改革) を公約 し た
｡

そ の 達成度を検証す ると
､ 国有

企業は コ
ー

ポ レ
ー

ト ･ ガ バ ナ ン ス の確 立 に至 らず ､ 金融機関 の 不 良債権 問題 は一 向に解決

され ず ､ 行政改革 は末端行政機構 が手付か ずの ま ま で ある等改革 の 全て は中途半端 に終わ

っ て お り
､ 多くの 課題 が温家宝新総理 に引き継がれ る こ とに な っ た

｡
また江沢民 は 9 5 年

9 月 の 党中央委員会第 5 回全体会議にお い て ｢ 1 2 大関係論｣ を打ち出した が
､ そ こ で強調

され た発展重視の 部分的修正
･ 経済格差是正 は いずれも達成されず ､

3 つ の 格差 はむ しろ

拡大す る こ とと な っ た
｡

Ⅳ . 胡錦涛体制 の 経済政策

胡錦涛が党総書記に就任 した もの の
､ 総理 は朱鋒基が担任 し て い た 2 0 0 2 年 1 1 月 - 2 0 0 3

年 2 月 の 時期 にお い て は
､
特に 2 0 0 2 年 に開催 された 第 1 6 回党大会 の経済的意義が大き い

｡

こ こ で 提起 された ｢ 小 康 ( いく らか ゆとり の あ る) 社会 の 全面的建設｣ は ､ 経済 ･ 政治 ･

文化 の 全面的な発展 目標 で あり
､

こ れ ま で の政策 の ように経済的 に
一

定の 水準を達成する

だけ でなく ､ 社会全体 を一定 の レ ベ ル に引き上 げる こ とに あ っ た ｡ また
､

2 0 2 0 年 の G D P

を 2 0 0 0 年 の 4 倍とす る目標 が決定され
､ 非公有制経済 の 発展 を奨励と して いく こ と ､ 合

法な非労働収入 の保護も確認 された
｡

こ の 党大会決定を受 け
､
2 0 0 4 年 の 憲法改正 で は ｢ 公

民 の 合法な私有財産 は不可侵 で ある｣ と の 規定が盛 り込 まれた
｡

温家宝が総理 に就任 し
､ 胡錦涛一 温家宝体制が確立 し た 2 0 0 3 年 3 月 以降の 時期 にお い

て は ､ まず新型肺炎 s A R S が 中国経済の 抱え る問題 (農民収入 の低さ
､ 農村 にお ける衛

生医療施設 ･ 社会保障制度 の未整備 ､ 都市 の貧 困等) を表面化 させ た｡ また
､

S A R S 以

前か ら既 に進行 して い た不動産 ･ 鉄鋼 ･ ア ル ミ ･ セ メ ン ト ･ 自動車など の 投資 の過熱が S

A R S 終息後深刻化 し
､ 多く の エ コ ノ ミ ス ト ･ 政府 関係者が参加 して経済過熱論争が展開

され た｡
こ の S A R S の教訓 と経済 の 一層 の過熱 を防ぐ観 点か ら

､
2 0 0 3 年 の党 中央委員会

第 3 回全体会議にお い て 経済 ･ 社会 ･ 人の 全面的発展 と いう新 たな発展観 (後 に ｢ 科学的

発展観｣ と呼ばれ るようになる) が提起され るに至 っ た の で ある｡

2 0 0 4 年 に入 る と経済過熱は
一

層深刻化 し
､ 政府 は経済引き締め を決断 し た｡ しか し ､ 経

済引締 めは当初地方政府 の 抵抗 に あい効果が 上が らず ､
5 月 に至 り伝統的な行政指導に よ

る締 め付 けを行わ ざる を得なくな っ た
｡

また 1 0 月 には 人民銀行が金利 を引き上 げ ､
1 2 月

には積極的財政政策を穏健な財政政策に転換す る こ とが決定され るなど
､
2 0 0 4 年 は財政 ･

金融政策の 大き な転換の年 とな っ た ｡

胡錦涛一 温家宝体制 の経済政策が江沢民一 束錆基体制と異なる主要な特徴と して は ､ ①

社会 的弱者 (農民 ､
一 時帰休 ･ 失業者等) の 重視 ､ ②法治国家の 建設 ､ ③経済発展至 上主

義か ら科学的発展観 - の転換 ､ ④民 の た め の 執政 ､ ⑤東北地方等 旧 工業基地 の 振興 ､ ⑥金

融体制改革 の 推進が挙げられ る｡ 社会的弱者対策 と しては ､
2 0 0 3 年 に 2 回 中央農村 工作

会議 が開催 され ､ 2 0 0 4 年 は農民 収入 の増加 を政策 の 最重点課題とす る方針が決定され た｡

また ､ 長期に わた り改革が停滞 し て い た金融分 野は
､

2 0 0 3 年 1 2 月 以降改革が加速 し
､

建

設銀行 ･ 中国銀行 に公 的資金が投 入され ､
2 0 0 4 年に は両行 の 不 良債権 の分離 ･ 劣後債 の発



行が 行われ るな ど､
上場 に向けた準備 が急展開する こ と にな っ た

｡
だ が

､ 国有商業銀行に

真 の コ
ー

ポ レ
ー

ト
･ ガ バ ナ ン ス が確立す るに は ､ まだ 多くの 課題 が残 っ て お り ､ 金 融機 関

の 破綻時 の法制 ･ 預金保険制度 の 整備 も急務 で あ る
｡

Ⅴ . 中国財政 の構造問題

中国 の財政は ､ ①中央財政か ら地方財政の 移転支出 の うち
､ 地方 の 財政力補強 の た め の

支出 の 割合が 依然低 い こ と
､ ②個人所得税 の所得分類が煩雑 で

､ 企業 の 生産設備購 入 に増

値税 が課税 されるな ど税制 に多く の 不備 が存在す る こ と ､ ③国有商業銀行や地方政府 の 不

良債権 ､ 年金 の 積み 立 て 不足 が財政 の 持続可能性 を脅 か し て い る こ とな ど､ 多く の 問題が

未解決 とな っ て い る
｡ 今後 の財政構造改革 の方 向と し て は ､ ①財政部 の権限強化 ､ ②公共

投資総合計画 の 立案､ ③地方財政 の確立
､ ④財政移転支出制度 の 改善､ ⑤金融 の セ ー フ テ ィ

ネ ッ トの 確立
､ ⑥総合的な保 険制度 の確立

､ ⑦政策金融機関 の 再編成 ､ ⑧国債管理制度 の

確立
､ ⑨租税 法律主義 の 確立

､ ⑩予算執行チ ェ ッ ク体制 の 強化 ､ ⑪財政年度 の 変更､ ⑫財

政 の 透明性 の 向上
､ ⑬財政赤字 ･ 政府債務 の 正確な把握 ､ ⑭財政関連粗筋 の統合 ､ ⑮税 の

執行体制 の 強化 に取 り組む 必要が ある｡

Ⅵ . 補論 : 中国にお け るケイ ン ズ的財政政策 の 政治過程

長期 にわた る緊縮的財政 ･ 金融政策と 9 7 年 7 月 に発生 した ア ジ ア 通貨危機 の影響に よ

り
､
9 8 年 上半期 の 中国経済は急速に悪化 し て い た

｡ 中国政府 は景気 の 更なる悪化を防 ぐた

め
､
9 8 年 8 月 に補正 予算で建設国債を発行 し

､ 積極的財政政策 - の 転換を決定 した
｡ そ の

後中国経済は 2 0 0 0 年に は回復軌道 に乗 っ た た め
､

2 0 0 2 年 に
､ 財政 の 悪化 を懸念す る財政

部が積極的財政政策の フ エ イ ド
･ ア ウ ト論争を提起 した が

､ 国家発展計画委員会等 の反対

にあい
､ 成功 しなか っ た

｡
2 0 0 3 年 には投資 の過熱傾向が顕著と なり ､

2 0 0 4 年 に政府は経

済引き締め を行 っ たが
､ そ の過程にお い ても ､ 国家発展

･ 改革委員会は なお積極的財政 の

継続 を主張 し て い た
｡

しか し
､ 経済引き締 め の 継続が既定方針 とな っ た ため

､
1 1 月 に至 り

国家発展
･ 改革委員会 は ようやく態度 を軟化させ

､
1 2 月 に は穏健な財政政策 - の転換が正

式 に決定された ｡

2 0 0 2 年に財政部が積極的財政政策を フ エ イ ド ･ ア ウ ト で きなか っ た原因と して は ､ ①米

国 の 景気後退
､ ② w T O 加 盟 - の 不 安 ､ ③第 1 0 次 5 カ 年計画 の プ ロ ジ ェ ク ト の ス タ

ー

ト､

④消費の低迷 ､ ⑤地方政府 の都市化戦略な ど多く の 要素が あるが
､ 国家発展計画委員会と

財政部 の調整が難航 した こ とが大き い
｡

こ の こ とは ､ 中国 の ように大衆民主政治が発達せず
､

重要 な経済政策 の決定権 が比較的

少数 の指導者 に集中 して い る政治体制 で あ っ て も､
い っ た ん拡張的財政政策が採用され て

しまうと ､ 景気が 回復 し て も国家発展 ･ 改革委員会や地方政府が既得権益を主張 し
､ 容易

に財政赤字削減 へ の 政策転換 が でき な い こ と を示すも の で ある ｡
こ の意味 で ､ ケ イ ン ズ的

財政政策は大衆民 主政治 が発達 した国家で は非対称的 に働く が
､ 経済政策が民主統制か ら

はずれ 中央計画当局 の支配下 に ある全体主義的政治体制 で は有効に機能す るとする
､

ブ キ

ャ ナ ン ･ ワ ー グナ ー の仮説 は説得的とは言 い難 い
｡




